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新たな「消費者基本計画（素案）」に対する御意見への回答（総論） 

該当箇所（※素案に基

づく） 

意見概要（※素案に基づく） 考え方（※成案に基づく） 

１ 「消費者基本計

画」策定の趣旨 ～消

費者政策の新たなス

テージ～ 

・「消費者政策の新たなステージ」に入ったとの認識があるにも関

わらず、消費生活の現状に対する基本認識が十分にまとめておら

ず、参議院付帯決議前文の「行政の意識改革を図ら」れているとは

思えない。 

・冒頭に、消費者基本法でうたわれている「消費者と事業者との間

の情報の質・量・交渉力等の格差にかんがみ」との文言を記載すべ

きである。 

・現在の記述では、現行基本計画を閣議決定してから平成２１年９

月に消費者庁が創設されるまでの間の消費者行政の状況に対する

記述がない。消費者庁・消費者委員会設立の背景となった「消費者

行政に対する不信感の高まりとその反省」という視点についても、

触れておくべきである。（同旨２件） 

・消費者庁、消費者委員会が設置された現在における消費者基本計

画の意義、位置付けを明らかにすべきである。 

・行政のパラダイムの転換について、より丁寧に説明すべきである。

（同旨１件） 

・行政のパラダイム転換が行われるのであれば、消費者基本法その

ものを見直すべきである。 

・消費者の申出権、措置請求権、差し止め請求権の具現化とそのス

 御指摘も踏まえ、「第１」において、文章の構成を

変更したほか、 

・消費者庁、消費者委員会が創設された背景 

・消費者が主役となる社会の実現に向けた「行政のパ

ラダイム転換」の内容 

・消費者庁の司令塔・エンジン役としての役割 

・本消費者基本計画を定める意義 

・各主体がそれぞれの役割を果たすことと協力するこ

と 

・事業者団体の自主的な取組 

などを明記しました（１頁から３頁）。 

 また、「第２」において、「重点的な取組」とその例

を明記することとしました。 

 そのほかにいただきました御意見につきましては、

計画の他の部分で反映させていただいたほか、今後の

消費者政策の実施に際して参考にさせていただきま

す。 
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該当箇所（※素案に基

づく） 

意見概要（※素案に基づく） 考え方（※成案に基づく） 

ケジュールを示す必要性について付言すべきである。 

・１の次に、現行の消費者基本計画のように「今次基本計画におけ

る消費者政策の重点」の項を立てるべきである。 

・「市民意識」、「コモンセンスをもったシチズンシップ」「予防医学

（消費者教育、啓発広報）」「コンシューマリズム メークス マネ

ー」という意識が大切ではないか。 

【①について】 

・①～⑥の実施主体（「消費者庁」「各府省庁」等）に下線を付すべ

きである。 

・消費者の「情報を読み解く力」の向上の支援に取り組んでいただ

きたい。また、発信される情報の適正化も重要な課題である。 

・消費者庁が司令塔としての機能を積極的に果たし、各省庁に対し

リーダーシップを発揮することをはっきりと記載するとともに、す

き間事案に対しては横串をさした省庁横断的な対応をすることも

明記していただきたい。（同旨４件） 

・消費者庁は、消費者のみならず事業者にも事故情報を迅速に発信

し、事業者における被害拡大防止策の推進を図るべきであるため、

「～調査・分析を行うこと、消費者事故等に関する情報を迅速に発

信して消費者の注意を喚起する「とともに事業者における被害拡大

防止策の推進を図る」こと、各省庁に対し措置要求～」と修正して

はどうか。 
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該当箇所（※素案に基

づく） 

意見概要（※素案に基づく） 考え方（※成案に基づく） 

・地方消費者行政のみならず、消費者庁をはじめ政府においても、

消費者教育・啓発活動を積極的に取り組む旨を明記すべきであるた

め、「～自ら措置を講じること、｢消費者の自立の支援｣に向けて地

方公共団体や他省庁等と連携して消費者教育や啓発活動を推進す

ること」など、「消費者を主役とする政府の舵取り役」としての機

能を果たすこと」と修正してはどうか。 

・すき間事案への対応について、事業者に対して勧告することも、

「消費者庁が自ら措置を講じること」に含まれるため、「事業者に

対する勧告や商品等の譲渡等の禁止又は制限等」などの記載が適切

である。 

・消費者庁としての課題認識を明確にする必要がある。また、事業

者の意見を十分に聴取し、各府省庁の従来の消費者政策の実績も参

照し、真に価値ある施策として推進すべきである。 

【②について】 

・「相互間の情報の共有や一層の連携を図り、それぞれが自らの業

務を確実に実施することにより、消費生活の「現場」の実態を踏ま

えた行政に取り組むこと」とあるが、「相互間の情報の共有や一層

の連携を図ると共に、消費者・事業者にとって分かりやすい食品表

示法の制定など法律の一元について取り組むこと。」とすべきであ

る。 

【③について】 
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該当箇所（※素案に基

づく） 

意見概要（※素案に基づく） 考え方（※成案に基づく） 

・消費生活相談体制の充実強化は、相談員はもとより地方公共団体

の職員の人材確保及び資質の向上は両輪であるため、２ページ１行

目「相談員等」の箇所に「地方公共団体の職員及び相談員等の」と

加筆をお願いしたい。 

・苦情品の原因究明などの商品テストは国だけではなく、地方公共

団体においても重要性の高い業務であり、一層強化していく必要が

あるため、２ページ２行目「消費者教育・啓発活動の推進」の後に、

「商品テストの充実」と加筆をお願いしたい。 

・特に③については地方の消費者にとって重要。具体的に財政支援

も含めた政策を強化すべきである。 

【④について】 

・「自主的な取組に努める」主体として、事業者のみならず、事業

者団体も加えるべきであるため、『消費者の安全と安心の確保に向

けて、事業者「や事業者団体」が自主的な取組に努めるとともに、

政府としてもそのための適切な措置を講ずること』と修正してはど

うか。 

【⑤について】 

・⑤は「財政的、人的、その他」適切な措置を講ずること、とすべ

きである。 

【⑥について】 

・消費者庁と消費者委員会はいわば車の両輪である。消費者委員会
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該当箇所（※素案に基

づく） 

意見概要（※素案に基づく） 考え方（※成案に基づく） 

に対する記述をもっとしっかり記載すべきである。 

２ 消費者政策の基

本的方向 

・消費者の権利を尊重するのなら、少なくとも消費者基本法２条の

消費者の権利について、全て明記すべきである。 

・消費者政策の検討に当たって、適正な事業運営とのバランスに欠

けた議論にならないよう、「消費者政策の基本的方向」の冒頭で「事

業者による適正な事業活動の確保に配慮する」旨を明記いただきた

い。 

・「消費者利益の増進と産業の健全な発展を両立させる」旨を明記

すべきである。例えば、『～附帯決議、関連法案の附則など「に加

え、消費者の利益の増進と産業の健全な発展を両立させると」いう

観点も踏まえ、また、特に高齢者や子ども、～』と修正してはどう

か。 

・中心となる柱を「消費者の権利の尊重と消費者の自立支援」とし、

それを支える重要な施策として（２）、（３）を掲げる方が、消費者

庁設立の意義がよく伝わり、理解しやすいのではないか。（同旨１

件） 

・消費者行政が取り組むべき課題として 

①中央・地方を問わず、消費者の意見が直接消費者行政に届き、消

費者の意見が消費者政策に反映させることのできる制度・仕組みの

構築 

②事故関連情報の一元化を図り、事故の根絶を目指した制度を創設

 御指摘も踏まえ、「第２」において、文章の構成を

変更したほか、 

・「消費者の安全・安心の確保」において、消費者の

年齢その他の特性に配慮しながら消費者事故等の再

発・拡大防止、未然防止に取り組む対象に、妊産婦を

追加しました（３頁から８頁）。 

 また、「第２」において、「重点的な取組」とその主

な例（例えば、ＰＩＯ－ＮＥＴ・事故情報データバン

クを活用した情報収集・発信体制の整備等、消費者事

故の独立した公正かつ網羅的な調査機関の在り方の

検討、食品表示の一元的な法律の制定など法体系の在

り方）を明記することとしました。 

「第３」の検証・評価・監視において、「消費者基

本計画」の実施の状況や取り込むべき施策等について

消費者等からの意見募集等を行った上で、その意見の

より的確な反映を図ることを明記するとともに、その

趣旨を受け、具体的施策として現番号１０８、１０９

を追加しました。 
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該当箇所（※素案に基

づく） 

意見概要（※素案に基づく） 考え方（※成案に基づく） 

する（第三者機関の設置の検討） 

③安全・取引・表示の各分野にわたる中央・地方の一元的消費者行

政の推進と、子ども・妊産婦・高齢者・障害者等への特別の配慮の

観点からのすべての政策の見直し 

の３点を掲げ、これらへの全力的取組へ向けた具体的課題として

（１）～（３）を位置付けるべき。 

・標題を「消費者基本計画の基本的方向」等と分かりやすくし、「消

費者基本計画策定の趣旨」で記載してある内容を「消費者政策①～

⑥」と関連付けて記載すべきである。 

・「高齢者や子ども、障害者への配慮」は大切であるが、計画の全

テーマにわたって配慮すべきという印象を受けるので、政策説明の

中に組み入れるべき。 

・３つの基本的方向に重点課題を設定し、具体的施策につなげられ

る構成が必要。 

・４つ目の大項目として、省庁横断の推進体制、消費者庁、消費者

委員会の役割、地方自治体との連携、消費者の意見の反映等を関連

付けた「消費者基本計画の推進体制」を分かりやすく図にして追加

すべきである。 

・表示の一元化について、基本的方向に追加すべきである。 

（１）消費者の権利の

尊重と消費者の自立

・「消費者の安全・安心の確保」を１項目にまとめるのは無理があ

り分かりにくい。食品・工業製品等性格の異なる分野ごとに分類す

 御指摘も踏まえ、構成を整理したほか、 

・リスクコミュニケーション等の用語については脚注
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該当箇所（※素案に基

づく） 

意見概要（※素案に基づく） 考え方（※成案に基づく） 

の支援 

・ 消費者の安全・安

心の確保 

べきである。 

・消費者の安全と安心の確保を図るための基準の整備、食品表示に

関する制度の整備等の検討に関しては、食品製造事業者の意見を十

分に聴取し、食品の生産・加工の実態、食品製造事業者の実行可能

性等を十分に検討していただきたい。また、国際規格（Codex）と

の整合性のとれた検討をお願いする。 

・リスクコミュニケーションの説明として括弧内に、施策策定時の

消費者等の意見反映及び施策策定過程の透明性確保について書か

れているが、この点については、Ｐ４に「・消費者の意見の消費者

政策への反映と透明性の確保」として別項で記述されており、内容

が重複するため、「リスクについて情報・意見の交換を行うこと」

のような簡潔な表現にすべきである。 

・地方公共団体や関係機関の連携方法について、もう少し具体的に

示すべきではないか。 

・「取引・契約」関係については、３ページ２３行目からの「消費

者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保」に記載されているかと

思うが、商品による被害と同様に、「不当な取引による被害」につ

いても３ページ７行目の「消費者の安全・安心の確保」の箇所や同

ページ１９行目にも盛り込んで強調する必要があると考える。 

・消費者の自立を促す施策を体系的に整備するとともに、消費者が

参加できる機会を多く創るべきである。 

において説明する 

・「消費者の安全・安心の確保」について、「重点的な

取組」を 

ア（情報を必要とする消費者に確実に届くよう、迅

速かつ的確な情報の収集・発信の体制を整備）、 

イ（情報の分析・原因究明を的確かつ迅速に進め

る）、 

ウ（食の安全・安心を確保するための施策に取り組

む）と具体的に明示 

・消費者庁法案関連三法の附則及び審議における附帯

決議を踏まえた取組を行うことを柱書きに記載した

上、それぞれの「重点的な取組」に記載する 

こととしました。 

 そのほかにいただきました御意見につきましては、

計画の他の部分で反映させていただいたほか、今後の

消費者政策の実施に際して参考にさせていただきま

す。 
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該当箇所（※素案に基

づく） 

意見概要（※素案に基づく） 考え方（※成案に基づく） 

・消費者庁等設置関連法案の附帯決議、附則、５年間の重要課題を

記載すべきである。 

・いわゆるＩＴ弱者や、説明会や意見交換会が開催されない地域又

は、それらに参加できない消費者にとって、現状を打破する政策が

特に必要。 

・事業者による情報提供、開示の推進は必要であるが、事業者の対

応作業において重複や無駄を発生させないよう配慮し、現場の状況

を踏まえた施策の検討を行うべきである。 

・ 消費者の自主的か

つ合理的な選択の機

会の確保 

・「消費者と事業者との間の適正な取引を確保するため、政府は、

消費者との間の契約の締結に際しての事業者による情報提供と勧

誘の適正化、公正な契約条項の確保などの必要な施策を講ずる。」

とあるが、「契約の終結や表示に関しての」とすべきである。 

・「政府は、高齢者や子ども、障害者など消費者の年齢その他の特

性に配慮しながら、商品と役務の品質などに関する広告その他の表

示に関する制度を整備し、虚偽又は誇大な広告その他の表示を規制

するなどの必要な施策を講ずる。」とあるが、「虚偽又は誇大、誤

認を生じる広告」とすべきである。 

・表示に関する制度の整備に当たっては、「消費者に分かりやすい

表示」とするとともに、消費者のニーズと中小事業者も含めた事業

者における表示に係る費用負担とのバランスを考慮すべきである

ため、『政府は、高齢者や子ども、障害者など消費者の年齢その他

 御指摘も踏まえ、消費者に分かりやすい表示制度の

整備など表示への取組について明記しました（５頁）。 

 そのほかにいただきました御意見につきましては、

計画の他の部分で反映させていただいたほか、今後の

消費者政策の実施に際して参考にさせていただきま

す。 
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該当箇所（※素案に基

づく） 

意見概要（※素案に基づく） 考え方（※成案に基づく） 

の特性に配慮しながら、「消費者に分かりやすく、かつ事業者が遵

守に当たって過度な負担を強いられないよう」、商品と役務の品質

など～』と修正してはどうか。 

・悪質商法の被害防止について、最善策は悪質商法を根絶すること

であり、そのためのもっと強い姿勢が必要である。 

・「計量について不利益を被ることがないよう」という記述になっ

ているが、その後の一連の記述で趣旨が説明されているため、「計

量」の文言を取り上げる必要はない。 

・ 消費者に対する啓

発活動の推進と消費

生活に関する教育の

充実 

・子どもへの消費者教育を教育課程の中で体系的にできるよう、学

校への必要な人員、予算等の措置を行う。 

・「消費者教育」の重要性にかんがみ、「消費者教育」を学校教育で

のカリキュラムに加えることを明記すべきである。さらに、生涯学

習における「消費者教育」の位置付けを明確にし、「消費者教育」

の意識付けを図るべき。 

・政府は知識の普及や情報提供、啓発活動の推進等を行うに当たっ

ては、事業者や事業者団体との連携も配慮すべきであるため、『政

府は、消費者が…自主的かつ合理的に行動することを支援するた

め、「必要に応じて事業者や事業者団体等とも連携しながら、」消

費生活に関する知識の普及と～』と修正してはどうか。 

・とりわけ小中学校、また幼児の教育の場における教育に言及すべ

きである。 

 御指摘も踏まえ、 

ア（消費者教育を体系的・総合的に推進する）、 
イ（学校における消費者教育を推進・支援する）、 
ウ（地域における消費者教育を推進・支援する） 

エ（消費者に対する普及啓発・情報提供に努める） 

に取り組むことを明記しました（５頁、６頁）。 

 また、事業者団体等との連携については、現番号９

７にも盛り込まれています。 

 そのほかにいただきました御意見につきましては、

計画の他の部分で反映させていただいたほか、今後の

消費者政策の実施に際して参考にさせていただきま

す。 
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該当箇所（※素案に基

づく） 

意見概要（※素案に基づく） 考え方（※成案に基づく） 

・消費者への啓発・教育には積極的に取り組むことを期待するが、

実施に当たっては、消費者庁が各省庁の個別施策を調整し、重複や

すき間がないよう検討すべきである。 

・ 消費者の意見の消

費者政策への反映と

透明性の確保 

・意見募集の期間をもっと長く取っていただきたい。 

・関係する全ての委員会、審議会等に消費者の代表を委員等に選任

することを明記すべきである。（同旨２件） 

・「消費者政策への反映と透明性の確保」する制度整備を行うに当

たっては、企業の健全かつ正当な事業活動を過度に萎縮させ、かえ

って消費者利益までが損なわれることのないよう、関係事業者や事

業者団体なども消費者施策の議論に参加する機会を確保する旨を

明記いただきたい。（同旨１件） 

 御指摘も踏まえ、具体的施策に、審議会委員の選任

に当たっては、審議会の性格等に応じて、生活者・消

費者を代表する委員の選任に努めること（現番号１０

８）等を追加しました。 

 そのほかにいただきました御意見につきましては、

今後の消費者政策の実施に際して参考にさせていた

だきます。 

・ 消費者の苦情処理

と紛争解決の促進 

・消費生活相談の窓口体制の強化・充実には、自治体職員(消費生

活専門相談員等の有資格者を含む)配置のガイドライン作りが必

要。 

・行政の役割は、消費者と事業者間で公正、適切に解決がなされる

ようアドバイスすることであり、当事者間の解決が困難な場合に迅

速な解決に向けた指導性を発揮することにある。そのためにも、消

費生活相談窓口機能の充実、相談員の人材確保、資質の向上を早期

に強化すべきである。 

・地方公共団体が設置する紛争解決機関は、ほとんど機能していな

い現状において、消費者や消費者団体が積極的に関与できる施策が

 御指摘も踏まえ、地方公共団体への支援・連携につ

いては、「第２」２（１）において、国による強力な

支援、相談員を始めとする人材の確保や能力向上、「集

中育成・強化期間」における集中的な取組とともにそ

の後における国における支援の在り方について、消費

者委員会が検討し、強化に取り組むことを明記しまし

た（７頁）。 
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該当箇所（※素案に基

づく） 

意見概要（※素案に基づく） 考え方（※成案に基づく） 

必要。地方公共団体の実態をしっかり把握し「集中育成・強化期間」

後の継続的な支援が必要だと考える。 

・「集中育成・強化期間」終了後の地方消費者行政の望ましい姿に

ついて、消費者委員会で検討することとしているが、現行の地方財

政の厳しい状況を考慮し、終了期間の延長について検討すべきであ

る。また、終了後の望ましい姿については、「集中育成・強化期間」

での取り組み状況を踏まえて検討すべきである。（同旨１件） 

・ 消費者の被害等の

適切かつ迅速な救

済 

・「消費者の被害等の適切かつ迅速な救済」の制度設計を検討する

に当たっては、インターネット社会では消費者が得られる情報は

量・質ともに拡大しつつあることを十分に考慮していただきたい。

・救済制度の整備の根拠として、「消費者と事業者の間の情報の『質』

と『量』や交渉力などの格差など」を掲げることは、読み手に誤解

や混乱を招くことから、削除すべきである。例えば、「消費者被害

の救済は当事者間の相対交渉を基本とするものであるが、複雑化・

多様化する消費者被害について、個々の～」と修正すべきである。

 いただきました御意見につきましては、今後、消費

者被害の救済のための制度の創設に向けた検討に際

して参考にさせていただきます。 

（２）経済社会の発展

への対応 

・ 環境に配慮した消

費行動と事業活動の

推進 

・「経済社会の発展への対応」に「良質な市場の形成」のための対

応を追加すべきである。 

・温室効果ガス２５％削減等の視点についても触れる必要がある。

・現在の世界的な地球環境課題を踏まえつつ、今後５年間で目指す

消費生活や政府の施策の方向性（２０２０年で２５％のＣＯ２削減

（１９９０年比）と生物多様性保全）についても触れるべきである。

 いただきました御意見の御趣旨は、現番号１４０、

１４１、１４７等に活かしたほか、今後の消費者政策

の実施に際して参考にさせていただきます。 
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該当箇所（※素案に基

づく） 

意見概要（※素案に基づく） 考え方（※成案に基づく） 

また、事業者へも環境配慮型製品の開発を求め、政府としてその支

援にも積極的に係わる旨を記述してほしい。  

・「ＣＯ２の削減」のみならず、地球温暖化ガス（ＣＯ２など）や

有害化学物質による健康や環境への悪影響などを含め、広い範囲で

語るべき。（同旨１件） 

・ 高度情報通信社会

の進展への的確な対

応 

・高度情報通信社会における不当な行為から消費者を守るための迅

速な法整備が不可欠である。 

 御指摘も踏まえ、高度情報通信技術を活用した取引

に係る消費者問題に関して、消費者の安全・安心の確

保の在り方についての総合的な検討（現番号１５３）

などを行ってまいります。 

・ 国際化の進展への

対応 

 

 

 

・「情報の共有を始めとする国際的な連携を確保する」程度の表現

では手ぬるい。 

・基準の見直しにあっては、国際的に調和がとれるようにすべきで

あるため『～国際的な連携を確保、「国際的に調和がとれるような

基準の策定・見直し」などの必要な施策を講ずる』と修正してはど

うか。 

・国際的なネット取引に伴う消費者被害について、国家間での連携

を強化するとともに、防衛策（注意喚起、被害事例の情報提供、国

際的な電子商取引に関する啓蒙活動の推進等）の実施をすべきであ

る。 

 御指摘も踏まえ、「消費者の視点に立った我が国の

立場の国際社会への発信、基準の策定・見直しの国際

的な調和」について明記することとしました（８頁）。 

 国際的なネット取引に伴う消費者被害については、

国家間の連携、有効な解決手法の検討等を行ってまい

ります（現番号１７１）。 

（３）関係者・関係団

体との連携・協働と消

・連携・協働にとどまらず、財政的支援を行うことを明記すべきで

ある。（同旨２件） 

 消費者団体への支援については、現番号１２７、１

２９に記載しておりますが、いただきました御意見
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該当箇所（※素案に基

づく） 

意見概要（※素案に基づく） 考え方（※成案に基づく） 

費者政策の実効性の

確保・向上 

・ 消費者団体等との

連携 

は、今後の消費者政策の検討に際して参考にさせてい

ただきます。 

・ 事業者や事業者団

体による自主的な取

組の促進 

・政府は、事業者における自主的な取組みのみならず、「専門的知

見を生かした対応」も尊重して必要な施策を講ずるべきであるた

め、『政府は、…事業者の自主的な取組「及び専門的知見を生かし

た対応」を尊重しつつ、・・・』と修正してはどうか。 

・事業者の自主的取組に対し政府が適切な措置を講ずることを更に

進め、各府省庁が事業者の自主的取組を促すことを付加すべきであ

る。 

 いただきました御意見につきましては、その趣旨を

具体的施策の中で活かしたほか、今後の消費者政策の

実施に際して参考にさせていただきます。 

・ 地方公共団体等と

の連携 

・連携だけでなく、積極的な支援を行うことを明記すべきである。

・自治体の消費者行政職員の配置に関するガイドラインを示すこと

で、自治体の体制整備の方向性を示す必要があるのではないか。 

・地方交付税の中で、消費者行政にかかる算定の考え方を根本的に

変える必要があるのではないか。 

 御指摘も踏まえ、「第２」２（１）において、 

・相談員を始めとする人材の確保や能力の向上 

・地域の関係者・関係団体の参加や連携の促進 

・国の行政と現場における双方向の連携強化への支援

や環境づくり 

など地方公共団体に対する国の強力な支援について

明記することとしました（７頁）。 

 そのほかにいただきました御意見につきましては、

今後の消費者政策の実施に際して参考にさせていた

だきます。 
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該当箇所（※素案に基

づく） 

意見概要（※素案に基づく） 考え方（※成案に基づく） 

・ 関係機関等による

試験、検査などの整備 

（意見なし） ― 

・ 行政組織体制の充

実・強化 

・消費者庁、消費者委員会事務局の体制をどう作っていくのかの計

画的な判断が必要である。 

 御指摘も踏まえ、消費者庁の体制整備を追加すると

ともに（８頁）、具体的施策において消費者委員会の

体制の在り方の検討を継続的に実施していくことを

盛り込みました（現番号１３９）。 

３ 「消費者基本計

画」の検証・評価・監

視 

・消費者政策会議による「消費者基本計画」の検証・評価・監視に

ついて、消費者庁設置関連法案の国会審議、附帯決議等を踏まえ、

その存廃を含め検討すべきである。 

・各省庁の次年度の施策に反映できるよう、消費者庁や消費者委員

会が毎年度適切な時期に検証・評価・監視を行うことを明記すべき

である。 

・３年間は、工程表、地方消費者行政の充実・強化プランで示され

た内容に沿って検証等を行うべきである。 

・検証・評価・監視に当たっては、消費者や専門家、関係者等の幅

広い意見が反映されるよう、意見交換会やフォーラム等も設定し、

手立てを工夫していただきたい。 

・検証・評価・監視に「情報の公表」を加えるべきである。 

・実施状況を定期的に検証・評価する必要があり、その対応方針に

ついては、多方面からの見解を参考にし、その都度内容を公開し、

活動の透明性を高める必要がある。 

 御指摘も踏まえ、「第１」に毎年度行う検証・評価・

監視の中で、常に状況の変化を把握し、適切に見直し

を行うことを明記するとともに、「第３」において、

検証・評価・監視について、 

・毎年度実施すること、 

・消費者委員会の消費者行政全般に対する監視機能を

最大限に発揮すること、 

・検証・評価の結果と「消費者基本計画」の見直しに

ついて閣議決定することと、これを公表すること、 

・翌年度の施策に反映させること、 

・消費者庁と関係府省庁等が重要課題ごとの施策の実

施についての工程を明確化すること、 

・検証・評価を行うに際し、消費者にも分かりやすい

基準を導入すること、 

・消費者団体、地方公共団体、事業者団体等に対する
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該当箇所（※素案に基

づく） 

意見概要（※素案に基づく） 考え方（※成案に基づく） 

・②に「監視については、消費者委員会の意見を聴きつつ、随時、

指摘された点について見直す。」と付言すべきである。 

・５ヵ年の計画であるから、途中の見直し等も適切に行っていただ

きたい。 

・「具体的施策」はその進捗を検証・評価できるものであるべきと

考える。その意味で、できるかぎり数値目標を含めた具体的な表現

が望まれる。 

意見の聴取等により消費者等の意見をより的確に反

映すること等 

を明記しています。 

 そのほかにいただきました御意見につきましては、

今後の消費者政策の実施に際して参考にさせていた

だきます。 

その他の意見 ・地方消費者行政を「消費者の苦情処理と紛争解決の促進」や「地

方公共団体等との連携」に位置付けることは不十分。総論に法執行

を含めた包括的な地方消費者行政の強化・充実策を柱の一つとして

明確に位置付けるべきである。（同旨１件） 

・少なくとも地方消費者行政問題に関しては、消費者委員会が担う

責務についても、基本計画に盛り込むことが不可欠。（同旨１件）

・全１６８施策のうち１４８施策が「継続」という事実と参議院付

帯決議２で「各省庁における消費者担当部局の強化を行う」ことと

の文言とで齟齬が生じているのではないか。もっと多くのチャレン

ジ課題、分野横断的・省庁横断的な課題があってしかるべきである。

（同旨１件） 

・消費者庁のビジョンを示し、舵取り役としての役割を盛り込むべ

きである。 

・表示の一元化について、具体的施策に追加すべきである。 

 御指摘も踏まえ、地方消費者行政を「第２」２（１）

「地方公共団体への支援・連携」（７頁）において位

置付けたほか、 

・「集中育成・強化期間」後の地方消費者行政につい

て、その望ましい姿や国による支援の在り方について

消費者委員会で検討し、その結果を踏まえて強化に取

り組むこと（７頁）、それを受けた具体的施策におい

ての消費者委員会の役割（現番号１２２）、 

・消費者委員会の役割、関連法案の附帯決議等を踏ま

えた省庁横断的な課題、 

・消費者庁の司令塔・エンジン役としての役割、 

・食品表示の一元的な法律の制定の在り方の検討、 

について明記しました。 

 分野・省庁横断的施策については、「第２」の「重
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該当箇所（※素案に基

づく） 

意見概要（※素案に基づく） 考え方（※成案に基づく） 

・次の事項につき各府省庁の分野横断的な具体的施策を項目として

打ち出すべきである。（①製品事故調査機関の在り方（分担・統合・

新設等）の検討と推進、②横断的、包括的な消費者安全確保に関す

る指針作成と普及、③消費者契約・取引の適正化に向けての環境整

備、④法整備を含む消費者教育・啓発の包括的調整と推進、⑤政府

全体で実施する食品安全行政に関するリスクコミュニケーション

とその推進、⑥全省庁が取り組むべき消費者に分かりやすい食品表

示、⑦個人情報保護法について営業目的規制強化と過剰反応防止の

観点からの全面的検証、⑧法整備を含む情報通信技術サービス事業

全体に対する横断的ルール整備、⑨各ＡＤＲが行う紛争解決に対す

る評価・検証等、⑩ＣＯ２の２５％削減の実現に向けてのロードマ

ップ作成等の取組と消費者への啓発・普及） 

・総論の基本概念として、「思いやりのある消費者市民社会」「予防

原則の重視」「消費者庁・消費生活センターの早期体制整備」「消費

者団体への積極的支援」を明記すべきである。 

・総論にビジョンや希望がなく、分かりにくい。 

・国民生活センター、NITE、公正取引委員会、食品安全委員会、消

費者政策会議、消費者基本政策室など、それぞれの位置付けや関係

性がわからない。 

・消費者基本法における施策の推進を図るため、より具体的に課題

や対策等を詳細に盛り込むべきである。 

点的な取組」において例示するとともに、可能な限り

具体的施策に盛り込みました（例えば、消費者事故の

独立した公正かつ網羅的な調査機関の在り方の検討、

消費者教育の体系的・総合的な推進、食品安全の総合

的方針である「基本的事項」の改定など）。 

 また、実施時期につきましては、着手開始時期や検

討終了時期の明記をするなど、可能な限り具体的な記

載の仕方に変更しました。 

 そのほかにいただきました御意見につきましては、

計画の他の部分で反映させていただいたほか、今後の

消費者政策の実施に際して参考にさせていただきま

す。 


